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1948年のフィンランド・ソ連条約

の成立す什吉に|渇する L主計 (2)
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1. 問題の所在(第21~}) 

(i) YYA 条約の子兆的諸'Wj~

(j i) 1947年のフィシラシドーーソ連関係

ソ連の交渉提議とブイシラシドの文、打，亡、

(i) ソ連による交渉提議

(i i) プ 'i/'ラシドの交渉見;詰(以 I'A~ ~J) 

4. モスクワ交渉と YYA条約の成.¥;乙

5. SKPの蜂起風間とブィ γラシド内政

.) 

‘). 

()， 結びにかえて発

2. 背 景

(i) YYA条約の予兆的諸事実

議文献を君主Pr:.，すると， 1948 11'，のソ連・フィンランド11¥]f友好・協力・相互援助条約J(以

下， fYYA条約」と略称する)の戎立の予兆ともいうべき3l1ilT-実が. きわめて以前のIf!j:期

からすでに現われてL‘ることに覧かざるをえない。まず， ソ連側が第三次jlt界大戦の初期

におL、てすでに. 194H 11'-朱約によ η て結実したというべき揺想を提示していたニとを，

JH摘しておカミなければならなし、。すなわち，筆者がtLtIIけ10稿において明らかにした35)よう

に， j虫ソ開戦からわずか半年経過した 1941{ド 12月 16'"'-22H vこ英外栢イーデンがそスク
ワを訪問した際， ソj主側は，鼠u対(ネの要求と，1T:んで， ブィンランドと IliJ~U を結ひ、ヵ、η つ

f ンラン 1，"誤tこ海軍基地をが持する，と Lづいi告の安~;R を，戦後処湾問題三泊、らめて提出

Lマー L、fこのソ j事政府は， この I j-~f の要求内容を大戦中をつう仁法本的に:変えることはな

領土要求と海軍基地の要求は 1944q三9月 19 II の休戦条約によって実現させる ~)j. H出

要求についても，体戦後ブ 4 ンランドを連合同管理委員会のもそにおいてのち，ブィンラ

ンド慨にたL、し灰かすことにな~) tこ。

諸史料の示すとこんによれば， 休戦後におけるソ注側の同盟:ffitn.は， すでiこ1945年前

半に夫明されているののちにフィンランド外相エンケル (CarlEnckell)が 1948年三月三

!I V.こアメリカ公使ウォーレン (Warren)に明かしたとこ二人3のによれば， 1945 {ド 1JJ に .ì~E

f7同管理委員会議長ジュ夕、ーノフ (A.A. )K)(aHos)は，フィンランド大統領マンネノレ〆、ィ

長 :l~ 24 ~;-に括げた市:名什 '.'íl; 変更 tこん

:¥5)小柄[第二次大戦，¥1のソ連のフ fンランド政抜一一一戦徒への展壊に寄ぜて一一-11， If'スラヴ問究[!

20 (1975)，日比べージ。

:¥(;) Tht> l'v1inister in Finla¥ld (Warren) t<> r!w かどれるtaryof内att'， MaH七 2，194民 F. R， [T. .¥'.， 

194ぶ，lV， p. 7(ì~. 
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ム (C.G，主主annerheim)にたいしフィンランド湾岸の重砲の撤去Sりを要求した。これにた

いしマンネルヘイムがそれらの砲は「フィンランドを守るのみでなく，フィンランドを経

由してソ連に進入しようと企てる畏略者にたいして同地を守るものである」むねを指摘し

てソ連側の要求に疑念を呈示すると， 1ジュダーノフは，ソ連が 1943年のソ連・チェコス

ロヴァキア条約の趣旨にそってフィンランドと防密条約を結ぶ願望をもっと容えた。マン

ネルへイム誌状況が異なっていると述べ，ジュダーノフがこの件をモスクワに伝えるよう

希望したふまた， ヤコプソン (MaxJ akobson)がそのフィンランド外交の観説書におい
て確認しているところによれば， ジュダーノマは， 同じ 1945年 5月には首相ノζーシキヴ

ィ(J.K. Paasikivi) との会談で同じ問題に立ちもどっている3B)。

さらに，この問題と関連して興味深いことは，パーシキヴィが1947年 2月 12日にフィ

ンランド・ソ連協会 (Suomi-Neu vostoliitto・Seura-SNS)の機関紙に寄せた見解の中で上

記のジュダーノフの設関にfこいする回答と覚しき言明をなしていることである。「もし将

来，忘る国がわが領土を経由してソ連の侵略を企てたならば，われわれはソ連とともに，

われわれの力の続くかぎり，侵略者にたいして戦わなければならなLゴという文言がそれ

である。このノζーシキヴィの言明は，すぐあとでみるように，ソ連舗によってのちにフィ

ンランド俳jからの友好・協力・相互援劫条約提議の証左とされたのであるが，実はその文

言の前に「私は 1939年秋にスターリン大元主IUV，こたし、し， われわれはいかなる国がわれわ

れの額土を経自してソ連を侵略することも許さない，と保証した。私のこの考えは今でも

変りがなし、」 としづ文言がある。のちにフィンランド外相エンケノレ (Carl豆nckell)がア

メザカ公使ハミルトン (MaxwellHamilton)に語ったところによれば，パーシキヴィが再

論文で意図したことは， 1939年の対ソ交渉当時にパーシキヴィが述べた古いテーゼを繰

返すことにあったという紛。この事実から推しはかつて，パーシキヴィの発言の狙いは，

ソ連の側の相互援助条約要求を体よく拒否することにあったというべきである40)が，それ

にしても， 1948年条約締結の内容を地理的に限定していったフィンランド側の主張の原

型がすでにここにみられることは，興味深い。

ところで， YYA条約交渉におけるフィンランド側主張の伏線ともいうべきいま一つの

言明が， 同じく 1947年に現われていることに注意したし、。事件の経緯そのものについて

は次章で検討することになるが，同年夏にフィンランド政府がマーシャノレ・プラン参加問

題で去就を迫られた侍，フィンランド政府は結局参加を拒否することになるのであるが，

7月 11日に同政府が英・仏両政府にたいしてなした毘答の中に， l'一…フィンランド時，

:17)原史料には f動員J(to mobilize)とあり，これに外交史料編集者が(todemobilize?コなる注釈を
つけている c 本稿の筆者も，文脈から判断して，注釈の見解をとることとする O

38) Max Jakobson Kuumalla linjalla: Suomen ulkoρolitiikan ydinkysymyksia 1944-1968 (ホ
ヅトラインの上に一一フィンランド対外政策の中核的諸問題J.WSOY: Porvoo・Helsinki，1968， s. 
67; The Same， Finnish lveutrality: A Study 01 Finnish Foreign Policy since the Second 
World孫、r，Hugh Evelyn: London， 1968， p. ~J7; J二)11洋訳 Fフィンランドの外交政策j](円水
戸l擦問題研究所， 1979年入 74ページO

:19) J. R. Y1italo， Salasanomia Helsingista Washingtoniin: Muistelmia ja dokumentteja vuo・
silta 1964-48 (へルシンキからワシントンへの都宮情報一一一同顧録と諸文書 1946-481fJ， 
Otava: Helsinki， 1978， s. 56. 

40) Ibid. 
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1948年のフイシラ Y ド・ソ連条約の成立事情に関する覚書

!H:界政治のJZ紛争の外にとどまることをお;するにつき……j という文言がある41hそしぐ

この文三・は， ブィンランドがなにゆえにマーシャル・ブゐランに参加しえな¥.¥ /Jミという理 I~I

を説明する主要な役割を担っているのであるO われわれは， ここでナこだちに， YYA条約

の前文I!lの ri百大問問のお予の留外にとどまるというフィンランドの願望を確認:した文三

を，想起せざるをえないの

以 L-_のようにみてくると，対ソ休戦から 1947{!~ 9月 15口の講和条約発売与にいたるおよ

そ3年のあL、だには， YYA条約の伏線的背景ともいうべき諸事実が見いだされるとし、う

べきであろうっすなわち， ソ連{揺はIiIl士や基地の要求と抱合わせたかたちでのフィンヲ

ン;ごとの軍事問認と L寸要求を 1941年来以来一貫してもってきたと考えられるのであり，

1948午にソ速がフィンランドにたいしてなした友好・協力・相互援助条約の提案は， 決

して突如ソ連指導者の脳裡に浮び上ったものではなく，長期的にカミれらが抱いていた戦後

詰?をもの実現という巨的を強くもってし、たといえるであろう O 一方，フィンランド側につい

ていえば，ソ連側の同盟欲求にたい寸る拐否的対応、としての白国領訪者の決意表明は， 91J 

強紛争の圏外に立ちたいとし、う願望ともども， 1939年当時から一貫したものとして強調

され続けていたのであり， しかもその趣旨は，外交交渉をつうじて YYA条約の中に盛り

こまれたといえるであろうっ

さて， ソ連舗は. 1945年前半のジュダーノフによる一連の言動ののち， 詩盟問題につ

いては沈黙を守ってしもたが，対フィンランド講和条約が発効してフィンランドが法的に完

全な主権国家として国際社会に復帰すると間もなく， フィンランドとの同盟条約という

構想、に立震ってきた。 この発言が行なわれたのは， 1947午 11月十こ首相ベッカラ (Mauno

Pekkala) を同長とするブィンランド政府代表団方~--¥-月革命記念式典に揺かれ.11月5fl 

にソ連外相モロトブ(B.M. MOJIOTOB) と会見した結とにおいてであった。同詑した内相

レイノ (Yr jo Leino)の同顧によれば，モロトフはつぎのように述べたという 42)0 I共和国

大統鋲マンネルへイムは 1945年 1月に条約締結に関する第 1回目の提案を行なった。 こ

の時はソ速の{WJでは. rl1lj 間関係はまだ〔法的に一百瀬〕平和ではないので話を出すのはま

だ遥当でない， と在えた。パーシキヴィは同じ1'1:を 1945{f-5丹末にまたもや提出した。

パーシキヴμヱ6月にも，その件に立戻ったが結果法前回と同じであコた。エンケル大臣

はもちろんこれらの平期の段階のことを記憶しておられるであろうが，この際私としては

想起して頂きたし、。さて，今は講和条約が発効して，新たな設賠になっているO ソ連は目

下とくにハンガ、すーとの相互援助条約を考慮中である。以前に〔フィンランド1m1から-百

謀長JLl¥された提案は今で、も有効で‘あろうか。この点在、は 1947年2月に大統領が SNSの機

関紙に出された面接記事を想起してL、る。[n-]記事は，以前になされた提案と関連があるの

だろうか」。

当時の菖相秘書官へイッキラ (ToivoHeikkila)の回顧録によれば， このモロトフの設

11)史料i下j典抱については，次辛:を参照されたL¥つ

42) 011e Leino，五ukaoli Yrjo Leino仁ユノレヨ・レイノは何者だったかJ. Tammi Helsinki， 197::1， 
s.244_ このレイノの証言は，出版計画が故棄されたレイノ自身の罰顧録KommunistiSisaminis-
terina C内初であった共産主義者〕の原本を司下参照できないので，息子のオヅレによる伝記から
iJ 1 JI! lたυ たお，原本はへノレシンキ大学国;号館にあるが，権写は埜じられている r
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間にたいし， ベッカラ昌幸1343)辻， 1"フィンランドの中立についてi語ることによって， 遠ま

わしに努えを述べはじめた。そこからベッカラは，フィンランドの領土が， ソ連にたいす

る侵略が行なわれた際，もはや基地として使われることはありえないとしづ結論を出きだ

してみせたJ44)。 このペッカラの吉明も訂的は娩曲な拒否にあったと考えられるが， へイ

ッキラによれば「モロトブ大臣は，そこでベッカラが示した態震は事実上，以前フィンラ

ンド{揺が示した態度と河じものであると言明した。/明らかに大統領から格別の警告を受

けていたエンケル外相は， フィンランド側代表団が交渉を目的とはせず， 適切な訓令も

受けていないので， これ以上条約について討議することは今はできない， とロをはさん

だJ45)O 結局モロトフは，この会談の終りにあたって， 1"……〔条約締結の〕提議はフィン

ランド側から行なわれたので・あり，従って私は，質問を受けた以上，それに関する宏、の政

府の態度を通告したいと考えたにすぎなL、。従って問題は棄却されたわけで、もなければ取

りあげられたわけでもなし大統領と政府に質問を呈したのである。パーシキヴィはすで

にいく度もチェコスロヴァキアの型にそった条約を提案してきた。今度はソ連の方から質

問を投げかえしたわけで、あり，これ以←k申上げることはなしゴと結んだのであった。

この会談の相互援助条約問題をめぐる志酬を叙述するにあたって 筆者はヘイッキラと

すッレ・レイノの二書を利用したが，1f!li文献の院に立基本的矛居-はないと思われる46)。そ

こで，この応酬から浮びあがる印象を述べてみると，第 1に，フィンランド側が，マンネ

ノレへイム，パーシキヴィあるいはペッカラにせよ， ソ連張.uにたいして椙互援助条約の不必

要なゆえんを白国領通過による対ソ長略を許さない決意を語ることによって説こうとした

ものを， ソ連fJ!Uが逆手にとってむしろそれをフィンランド側の同盟発議であるとする牽強

附会を試みたことである 47)。これはソ連の体面を保ちながら， しかもフィンランドをソ連

の意のある所に誘導しようとする巧妙な戦街であったといえる。第2fこ，しかしながら，

フィンランド側もまた，一翼-した論理によって良国側の利益を主張し続けたのであり，当

初は指導者が予期しなかったことであるとはいえ，曲りなりにもフィンランド側の主張を

とおした条約を翌年の交渉で成立させるための前提を，期せずして囲めていったことにな

るのではないかと，居、われるの

It:l)へイヅキラのいl顧録は，ベッカラカーソt.li訪問にあたって，あらかじめ内新レイノから政治的問題ヵ、
，f，j議される Uねの予告な受けたか，あるレは相互提Jj}J条約の{'I:を!O{接に支11っていた可能性があると

いソ連訪問に先立ちベヅカラが，首相交代の事態に嬬えて執務室の抗 iュを整理していた事実を挙
げている (ToivoHeikkila， Paasikiviρerasimessa: Paaministerin sihteerin muistelmat 1944 
-1948 C統治時代のパーシキヴィ白相説、去の問屋長針)， Helsinki， 1965， s. 299. 

114) lbid.， s. 300. 
4S) lbid. 

46) レイノの汚物では aつになっているモロトフの発言がへイッキラの書物では分けられてL、たり，員ij

J者ーか矢レイノの動向に重点をおいているのにたい L後:fi-が会決内容な}よく浅く伝えるといったノモテミ
はあるが，両去の ~\l に京大な矛震はな L、と筆者は'f:1]断した。

47)フィンランド側は， モロトフが言及したどの会談においても， ソ連との条約締結に語句の上でiVJ

議に反対 LてはL、な l'c， この腕曲叙法的発言の不明確さがソ連官IIJに巧妙に手1IJfIされたわけである
が， ベッカラの場令は， マンネノLへイムとパーシキヴィがこの問題にかんでいることに安請する

(Heikkila， mt.， s. 301)など，いま・つれi舗が定まってはいなかったように思われるG 外相エンケ
/レにたいする告任が!手く，ベヅカラには不信惑をもっていたパーシキヴィは，代表問の~尋問掩ベヅ

カラの報告を受けたあとで， r-ベヅカラめ，モスグワて‘いつも軽はずみをする/J と憤った (lbid.，
s. ~104). 

- 84ー



1948 {下のフィシラシド・ソ連条約の成立事情に関する覚書

さて， [ ~記の会ぷ内容がフィンランド部lにその後いカゐなる影響を及ぼしたかを述べてみ

ると， ソ連側の 11支出tこ関してt主フィンランド代表団が誌、需を守ろうと努力したにも拘ら

ず， 11月15日にロイタ一通信特庶民がソ連・フィンランド院の条約問題のニュースなス

クープ L，フィンランド同民大多数は一挙に不安感を高めたのであった。ブィンラン F政

府-は，そうした条約の交渉は行なわれていないむねを言明し紛，不安の鎮静に努めたが，

地方白治体選挙を控えた人民民主同盟の集会で内和レイノはソ連との条約締結の必要を説

き，設JHの姿勢に正If!Iから反逆したのであった49)。

(ii) 1947年のフィンランドーソ連関係

ここでは， (i)で見た経過の??景的状況としての， 1947年におけるフィンランドの対ソ

関孫について概観してみることとしたし、。ところで.1947年は， 3月 12日のアメリカ大統

領トノレーマン H.S. Truman による「トルーマン・ドクトリンJの発表， Iマーシャル・

プラン」にもとつく 7月から 9月にかけてのヨーロッパ復興会議の開張， 9月 22Hから

27 t~1 にわたって障かれたコミンフォノレムの設立会議， といった代表的な ，rti'1H'f:が生起す

るうちに， ヨーロッパ諸国が，ヨド:・ソを]頁点として対立を深めていく「東JII丙」陣常への

去就を迫られていぺた年であった。 1947年初頭には東ヨーロッパに共産党の影響力の強

L 、友好的な国ぐにの連鎖を作りだすにとどまってレたゾ速は， コミンフォノレムの設立を契

機に，東欧諸国を内政外交1，1言i請にiゴL、て1'1長!の一枚岩的な勢力闘に編成していくことにな

った。それでは，こうしたftlで，フィンランドはソ連にたし、しどのような政策をとり，ま

たソ連側は，自国の西側周辺国の一つであるフィンランドを， どのように位置づけて対応

していたのであろうか。これをとくに東欧諸国との対比において見ていくことにしたい。

1947年 3月 12日に発表されたトノレーマン究言は，ギリシア・トノしコにたL、する援11))を

約するとともに， I武装した少数者や，外からの圧力による制圧の試み」の前に諸問民が，

1' 111=1 を咋草した午.活様式か，それとも自社I の抑圧のI:~~こ成立つ生活様式かの選択を迫られ

〈いる，として，ソ連側をいちじるしく刺激したが， ソ連側がなおもアメリカとの貿易の

発展や協力関係の維持tこ期待をつなぐ態度を見せる一五で， 5月5fHこブランスのヲマデ

ィエ {f相 P.Lamadierがルノー工場のストライキを村ーす1.vこ致指治、らの共産党の排除、に成

功 L， [)丹 :1() 只 iこはイタリアのデ・プ"/、~"リ首桔 A. De Gasperiが共産党を含まない与さ

4次j}'.I闘をつくる， というように，西欧諸国の政権からの共産党の一通の締出し刀、起るか

たちで 1-1、ノレーマン・ドクトリンJの影響が具体的に現われていった。そして，これにた

いし.*欧諸問の側でも，あたカ‘もこうした動きに対応するカ過のように，共産主義政党が

政離を政権や政界治、ら持除しこし、く動きが激化してい<)た。 5) J :iO 11にハンカ月ジーで，

農民党指導告であるナジ・フェレンツ NagyF.の内閣が総辞職し， ナジ白身が 6}jに c

iおし，また 6J1611にフ)レカリ yで農民党の指導者が国家にたいする桧謀を働し、たカ‘どで

逮捕される，といった事件がその顕著な例である 50)。そ Lて，フィンランドにおいてもま

4メ)代友i苛/J;hilkJするなりパーシキヴイはベッカラ，エンケノレ， レイノ企呼んで事?吉を聴取した，ふ，代
長ほのモスクワでの ~'，íîlJ\二 i 土 +rf誌であったむその後，政府は会 z誌に i理工二つの声明会プ出 L，乏で 1 1\
[ tこiぇL、コミュニケの }j:， r-{t~渉 j の 't'， 'だふ <rtt~定 I t，こ J こジヲ部分;工作i佐も主告されたとしわれる
(lbid.)ノ

49) lbid.， SS. :)04-305. 

50)以上の経過仁 J円、て，宇:riによるより話 1l、iii:;本は. fJ、法 1，:'ソピエト連邦と現代の位界，JJ (白波主
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7こ， 4月 11日には， ベッカラ MaunoPekkala内閣が総辞職して， 1945年 11月 17日の

パーシキヴィ内筒形成以来事ド、ていた，手L:会民主党，農民党，人民民主同盟による 3党連

立体制の危機が生じてL、た。

1947年 2月刊行，連合国側 10ヵ国とフィンランドの間には，ブノしプ]'1)ア・ハンガリー

・ノレーマニアと同じく，講和条約が諒印され，フィンランドには国際社会への正式夜帰へ

の晃通しが関かれたが，そのやや以前からフィンランドの現政府の危機が取沙汰されてい

た。それは， 4-5月に追った SAK(Suomen Ai:nmattiyhdistysten Keskusliitto，フィン

ランド労働組合中央連盟)の選挙および翌 1948年に予定されている国会選挙を Eざした

動きであるとともに，講和条約の発効と連合同管理委員会の解散を昆越した動きでもあっ

た51)。しかしながら 3党連立体制の終了，より具体的にはフィンランド共産党を中核と

する人民民主同盟の下野を望む諸勢力のそうした動きにたいしては，ソ速の艇から硬軟さ

まざまな対応措置がとられていた。 2月7民連合国管理委員会議長ジュダーノフが 15カ

月ぶりにフィンランドを訪れ，連立政権の 3与党とスウヱーデン入党の指導者と副会して

「ソ連は現連立致荷を肯定しており，政権:の基盤の変化の必要はなんら認めなしづむね意

思表示をして，強い牽muをかける 52)一方で，ソ連は 2Jj5日，在フィンランドのドイツ資
産の問題とからんで以前出してし、た，フィンランドの最重要工業施設の 5摂取用という要

求を半減する協定を確定して，パーシキヴィおよびベッカラ政府の重荷を軽減する措置を

とった53九 さらに講和条約調印後の 2月 23日には，ソ連{踏ま， 連合国管理委員会をつう

じベッカラ首相にたし、L. 1944年 10月に Eプラウダ』紙が公表していた 61名の「戦程j
に関して覚書を送り 16名を裁判にかけるよう要求して 54)委員会の存在を改めて印象づ

けたの

こうした諸措置，とりわけジュダーノフによるソ連側の意思表示は，それまで流布して

いたベッカラ内閣の危機説を鎮静させる効果を生んだが 3月末になると，社会民主党が

経済の安定を要求して新政府の形成を提案するといったように， ソ連{}tljの圧力が講和条約

以前誌どにはフィンランド政界に影響力をもたなくなっていることが明らかとなった5530

3月 12日に行なわれたトルーマン演説は，フィンランドの非社会主義諸党の中に諮黙の肯

定を呼びおこす一方で，人民民主同盟の代弁者である F自由の言葉』紙 (VapaaSana)の

激しい非難を惹起していた，，6)。こうした中で，フィンランド面会の憲訟委員会 (Perustus-

lakivaliokunta)が. 1945年に 20名の亡命者を連合国管理委員会に引渡したことに関し，

内相レイノとその指揮下にある警察の措置を非合法と断ずる戸明を発表し，同管理委員会

から声明が委員会の批判を意味するのかという質問を受ける，という事件も/主亡ため。し

かもベッカラ内閣の内部事情そのものが，人民民主同盟の提案ーした賃金{I宜上げをめぐる 3

広， 1979年)， 192-194， 19Rベージ参H(ic，

51) Ylitalo， mt.， s. -17. 

52) Ibid.， s. 51. 
53) lbid.， s. 59. 
54) lbid.， s. 55. 

55) lbid.， s. 61. 

56) lbib.， s. 67. 

57) lbid.， s. 69. 
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与党間の意見の不一致の結畏，行きづまってきた。とりわけ， 5人の農民党謁僚が辞意を

表明したことは打撃であり， 4月 11日， ベッカラ政府立パーシキヴィ大統領に辞表を提

出せざるをえなくなった。

ベッカラ内閣の総辞職は， rトルーマン・ドクトヲンj発表後の，すで;こ述べたようなフ
ランスやイタジアなどの政治の変動と重おあわせて見ることが可能であろう。しかも，も

しそうであるとするならば，その危機は，逆に，これもすで、に見たような東ヨーロッパ諸

問に生起したソ連勢力菌への凝集作用がフィンランドにも生じる契機となる可能性もあっ

たといえよう O しかし，フィンラ、/ドの場合，政府危機は，そのいずれのコースをも辿ら

なかった。ペッカラ内閣の辞表を受理すると，パーシキヴィは，新内閣が形成されるまで

局内調が事務管理内調として活動するよう求めるとともに，組閣工作にのりだした。とこ

ろがパーシキヴィが最初に組閣を依頼したフイランド銀行総裁トゥオミオヤ S.Tuomioja 

は3大政党の合意取付けに失敗し，ついでマヌーヴァーとしてパーシキヴィから依嘱を受

けた内相レイノには社会民主党がまさにその内相のポストを要求したため行きづまる，と

しづ有様で，結局パーシキヴィは， 3月25日.5月2日までに満足すべき解決がえられな

ければ国会解散による新選挙の方途をさぐるむねを通告した。しかし，新選挙もまたカレ

ワア地挟からの引揚民の有権者ワストの整備の都合から，早くとも 8月以前には行なえな

いことが明らかとなった。そして， ソ連の新聞・ラジオがフィンランドの政情にたいする

関心を，アメリカのギロシア・トルコ援出と関連させつつしきりに表明する中で 4月末

に人民民主同盟が出した，ベッカラ内閣の基盤のうえに従来の内外政路線を続けていくと

しづ方針で交渉を行なうとしう提案が受入れられ，ペッカラ内閣は辞意を撤回して政治危

機は解消した58)。ソ連の時事評論誌『ノーヴォエ・ヴレーミャ』は，この結末を「フィン

ランドの全民主主義勢力の勝利」と評価し， ソ連側がそれに満よ足己していることを物語

しい、た。この事件は，たしかに人民民主同盟を含む3党連立体制に終止符を打とうとする勢

力の時期尚早的敗北を意味したとはいえ，能方では， 3党連立体制の維持をつうじて，ブ

ィンランド内政にたL、するソ連{閣の不j誌ないし不満にもとづく介入の余地を防いだといえ

るであろう O

こうして打、ノレーマン・ドクトリンJが「東Jr西」へのヨーロッパ諸国の収数現象を巻
きおこしつつるる ~llで従来の地金に諮みとどまったフィンランド政府は，マーシャノレ・プ

ランの出現によって，ふたたび試練に立たされることとなった。アメリカによる「マーシ

ヤノレ・プランj の提示は， ヨーロヅパの復興という大義名分をもつだけに， ソ連も当初は

正面からの反発に出ることはなく，英仏ソ三国外相会議をつうじてアメリカ艇の真意;を採

ってL、たが， 7月2日にモロトフがアメリカの意図はヨーロッパ諸国の内政支配のための

機関を作らせることにあるとし， ソ連が独力で、立つむねを言明してノミりを去ったのち法，

チェコスロヴァキアに圧力を加えて出席ーの意思を撤回させるなど 7月 12日にはじまっ

たヨーロッパ経済復興会議にたいしては，内国立もとより，東欧諸国にもボイコットの方

針を強いていった59)。

58)以上の経緯につしては，Ibid.， s. 78-80参照。

59) tL 1-.の経緯に関する筆者ーのより詳線な叙述以，前掲小著， 194-198ページれ
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このような中で，フィンランドにたいして誌， 7丹4誌に，パリで関かれると記会議へ

の招待がなされた。当初この問題が閣議で議せられた時，パーシキヴィ大統領および間際

の大部芳がアメリカの援助受入れに賛成であった。人民民主同盟所属の閣探にしても，そ

の中の共産党関努が反対したのみであって，言栢ベッカラやスヴヱントは受入れに賛成で

あった。ところが， 7月7FI，連合国管男委員会副議長サヴォネンコフ G.M. CaBOHeHKOB 

がペッカラ白和を招き，ソ連はフィンランドのヨーロッパ経済復興会議参加を欲していな

いと言明した8030 ここにおいて，政府は，とくにノ三ーシキヴィ大統領の強い主張によっ

て(l!)パヲにtl:くべきではなし、との態度を決定した。そして 7月11日， フィンランド

政府は，ヨーロッパ経済復興会議への招待にたいする次のような回答をイギリスに寄せた。

「フィンランド障の地位は，講和条約が未成立であって確定しておらず，またマーシャル・

ゾランは大国間の深刻な見解の対立の対象となっているので，世界政策の衝突の外にとど

まることを欲するフィンランドは，遺憾ながら当会議に参加することが不可能であるJ62)。

フィンランド政晴がここでも，列強間の紛争のタトにとどまるとし、う原則を会議参加掠否の

理由として押しだしていることに注目すべきであろう。

ところで， ペッカラは相は， イギリスへのこの田容が送られる前Eの7月 10日に，国

会外務委員会に出席し，ソ速の意向を伝えるとともに，政府としてはすでに参加在否の態

度を決めており，外務委員会がこれに向調しないとすれば重大事態になると告げたのであ

った。 しかしながら，外務委員会は， 首梧の強硬発言にもかかわらず， 10対 5の大差で

参加受諾の意向を可決した。その内訳を見ると，社会民主党，農民党，連合党，進歩党各

議員はすべて参加を支持し，人民民主同盟議員のみが，フィンランドは外国からの借款を

必要としない，との理由で反対した63)。こうしてフィンランドにとってのマーシャル・プ

ラン問題は幕を下したが， そののち， まもなく 8月 29f] ~こソ速は対ブィンランド講和

条約を批准し， 9月15日には全関係国の批准が完了して条約が発効した。

さて， 以上のようなrpで， 1947年 9月22司から 27日にかけて開かれたコミンノブォル

ム設立会議で行なわれたジュダーノフの報告ωは， フィンランドについても言及してお

り，その点で間報告は， ソ連指導者が当時その国際情勢観の中におし、てフィンランドをど

のように泣/lLづけていたかをわれわれが探るうえで，重要な史料で為ると思われるO その

君、味では，フィンランド人研究者γブネン (OsmoApunen)が，フィンランド外交の軌跡

を鞭観した一書において同報告に注目しているところであるが， 河書は， Iソ通・東欧新

民主主義同・フィンランド・インドネシア・ヴィエトナムJがソ連側陣営に含められてい

た点を指摘するにとどま.~)ている 65)。そこで本論稿では，ジュダーノフ報告のより詳細な

(0) Ylitalo， mt.，治. 11~. 

(1) Heikkil益， mt.， s. 296. 
Il2) ただし， friJ fJll答は，ブ 4ンランドが諸外詞との純経済的協力は率直に支持し，また自!可の領事iのた
めには外国の議員}Jを必要とするむねを，述べてレた (Ylitalo，mt.， s. 115). 

6:3) Ibid.， s. lVt ただし，スウェーデン入党議員 2名のうち 1名は，パりの会議を支持は Lたものの
事柄が政治的に深鶏な問題になったという J里出で摂待の和子?を一主張 L，いま 1入は棄格iLた。

(4)現在われわれが入Tr可能でjわるのは，ソ連{闘が公表 Lたテキストであり，それが設立会議で実際に
なされた報告と異なることは確かであるが，われわれとしては，ソ連指導者がまさに公表テキスト

をつうじて世界に何を伝えようとしたかに関心をもつのであるの

65) Osmo Apnmゼれ Paasikiven-Kekkosenlinja(パーシキヴィーケッコネン路線)， Helsinki: Tam-
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内容分析によって， ソ連指導者のブィンランド観について今少し問題を引きだしてみるこ

とtこしたし、。

ジュターノフ知行は，従来多くのJ命名によって Il!~界を東西に二分する fとの国際情勢観

の点で、特徴づlJられてきたが， JJi在あらためて同報告をふり返ってみると，第二次世界大

戦後の !H~y{ におけーる γ メリカの経済的・軍事的膨!lk と反共的政治攻勢， および [-t行:界注

予ISj的立LiJ化のイデず lゴギーによってソ速が大きな脅威を受庁ており，それに辛うとて対

抗する手段としてコミンフォルムの形成一一ソ連共産党の主導による諸国共産党の戦闘的

活動の組織化一ーが企てられた経緯が率直に語られてL、る点に注目させられる86h とりわ

け，大戦で、疲弊したソ速がようやく東欧に確保した勢力間一一一ソ連根Ijかちすれば安全保障

国一一ーを高廿にゆさぶろうとしたトノレーマン宣言の脅威もさることながら， ヨコッハ担

興を掲けごる Ii.、っそう段級した形」での「膨Jlk主義的政筑Jvこよってソ連側会代、かにずI境

に立たされて L、るかをわ白してL、る部分は，当時のソ連指導者の立場を伝えるものとして

草者にはとくに興味泌いものがある。それでは，そうした危機感のもとにソ連側がコミン

/ォノしムの設立をつう仁て強化しようとした「束」根11昨日の中に， ブィンラントはいかに

牧民づけ』られていたのであろうか。

公}<されたテキストでは， ブィンランドーへの三及は. 4カrJTで行な17れている。このう

ち 3 罫~1のJ及は， ソAがL、かに抱国との〉ド等な経済関係を発展させてきたかを東欧 5カ

国のドi名Iこブ f ンランドをも{芳三己して述べた笛月?であるが. これは，マーシャノレ・プラン

をf!(否させた1:1'4ぐにをソ述が¥"/Jミに経済1"ぢに支援しているかを誇示しようとしたくだりで

あるので，一応除外しておくことにしよう。そこで，浅った 3カ所のうち第 1および第 2

の言及筒rJTは，フィンランドが「帝国主義的・反民主主義陣営」と「反帝国主義的・民主

主義陣営J の対峠において後者に含まれる， という指舗である。第 1の吉及告所によれ

ば，従者〔以札口寸clヲ料むと略称する〕に含まれるのは①ソ述②「新しい民主主義の

11長国J③「者国主義と手をきち，確国として民主主義的発展の道に立ったノレーマニア，ハ

ンガリー，マィンランドのような国J@ Iインドネシアやベトナムでj ある6730 ここで②

はおそらく独伊に占領され述合同の -iえとして戦った ;j(i同を，@は H~軸fnij として抜われた

IJi同を区分け LているのであろうC このことは， ~} 2の三及笹i所で， ソ述と 了左:u.f的iあ

))Jを行なってきた[民主主義ifKiI五j として， @Iファシズムにたし、する解放戦争にあ、L、

三大きな役};:ljを色Jiじたユーゴスラヴィプ，ホーテント，チェコスロヴァキア，アノレノえニアJ

⑧「反ブァシズム戦線にくわわったずんカリア，ルーマニア，ハンガリアと担分的にはフ

ィンランり(圏点一百撤) が挙げられて L、ることによっ二長づけられる。以上によぺて

ブィンランドが「民主陣営Jvこ系列化されていたことは明らかであるO

ところが，問題は、その「民主持蛍j の'tjでまた，ブィンラン F'均速どのようなカアゴリ
ーに合められていたかが問題となるO まず， ジュターノブ報告の他の部分をみると， I新

mi， 1977， s. 49. 

(6)この点につL、て， より詳細な分析は， 小若~'ソ連邦と現代の佐治!~ (~':.技JiI，i{ ， 1979λ 199~ :ZOl 

ページを参損されたい O

67)このほか， Iインド・エジプト・シリアjが東側!陣営に「共鳴¥ Lていることになっている。 ジュ
ダーノフ報告の邦訳は， ジュダーノフ， I徐村・栽原・ IJJ辺，iI¥ ir'~'tと文化問題，~ (同氏支IギネL 1954 
{1)221ページU
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しい民主主義的権力」が「ブ〉レジョワ民主主義がもはやなしえないような民主主義的諸変

革j をつうじて「国家の新しし、タイプ一一権力が人民に属し大工業，運輸，銀行が国家

に属し，労働者階級にひきいられる住民中の勤労者階級のプロックを指導力とする人民共

和国Jをつくりだし， r社会主義的発震の道へ移行する基礎をきずいている」諸国として，
ユーゴスラヴィア，ブルガリア，ルーマニア，ポーランド，チェコスロヴァキア，ハンガ

リー， アルパニアの名を挙げ、ているが， フィンランドはこの中に見当らない68)0r新しい
民主主義」なる称呼が第 Iの言及笛所とここでは適用範屈を異にするのは気にかからない

でもないが，むしろこちらの方を明確な定義と見なすべきであろう O とすれば，フィンラ

ンドは，社会主義発展の見通しが当面ない点で上記 7カ函とは明らかに区男せされているこ

とになる。第 2の言及笥所の r'部分的にはj という語匂の意味は不明確であるが，この辺
りと関揺しているともとれるのであろう。 さらに， このようなフィンランドの位置づけ

は，第4の言及僅所によって一層明瞭となる。そこでは， コミンテノレ γ解散以降の護国共

産党の強化の実情を説いているのであるが，共産党の勢力増大が「東ヨーロッパjでみら

れたばかりでなく，ヨーロヅパのほかの諸国でもみられたとして， rフランス，ベルギー，
オランダ，ノルウェー，デンマーク，フィンランドJの名を挙げているのである駒込ここ

ではフィンランドは，少なくとも同舟致治情勢のうえでは，東歌諸国とは異なったカテゴ

リー，いわば西欧諸国のカテゴリーに入れられているのである。

以上を要するに，ジュ夕、、ーノフ報告においてフィンランドは，対外関係的には，アメリ

カを指導勢力としてこれに英仏が同盟し， r植民地国家J(オランダ・ベノしギー)や「反動
的反民主主義政件の医J(トルコ・ギリシアJ，rアメリカへの政治的経済的従露国J(近東
・南米諸国，中国〉が連なる「帝国主義的・反民主主義陣営Jvこ対決する「反膏国主義的

民主主義陣営」に嘉する匿として並置づけられる一方， 国内情勢的には， r民主主義的J
ではあるが社会主義への見通しが慌けてはいない国として位置づけられていることにな

る。このことは，フィンランドがトルーマン宣言を契機とする西欧諸国の政治変動の波を

かぶらず，マーシャノレ・プランにも加わらない一方，その三党連立致権において共産党の

勢力がとくに伸びることもなく，また同党が提唱してきた社会的諸変革が実行されてもい

ないというフィンランドの実楕をソ連指導者がかなり適確に把握してし、たことを示す70)と

詞時に， ソ連指導者がフィンランドにたいして何を期待し， 何を期待していなかったか

を，物語っているとはいえないであろうか。

ところで，講和条約の発効後のフィンランド政界について注呂しておくべき事柄とし

68)ジュダーノフ，前掲邦訳.213ページ。

69)この点と明らかに関連して.i共産主義者の勢刀は， 共産党が出家のうちでもっとも有力な政党と
なっている新しい民主主義諸国で，とくに強くなったj とLづ指摘も，そこではなされている。ジ

ュダーノフ，前掲邦訳.242ページ。

70)ソ連最高会議副議長であり，カレローフィン・ソヴェト共和国指導者であるクーシネン Otto五UUS1.

nenが1947年4丹3自にモスクワ工芸博物館で行なった演説はこの点を裏づけていよう。 クーシ

ネンは.i注Hすべき進歩があったにも杓らず， それはフィンランドで法， ドイツの元衛星国主こ属
していたどの国よりも僅かであった。国家公務員の特権的地泣には娯止符が打たれるべきだし，フ

ィンランドの裁判官は国心もっとも反動的な勢力である。富有化は政治的・経済的に不可避であ

る」と述べている。 Ylitalomt.， ss. 82-83 l'こ引毘されたアメリカ公使ハミルトンの報告から再引
用。
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て，以前から見えはじめていた共産党ないし人民民主凶盟の勢力退潮が一層明らかなかた

ちをとったことであろう。すでに同年6月 15日から 19日にかけてへんシンェ子で、関かれた

SAKの第5回定期代表者集会には 129名の共産党員にたいし 171名の社会民主党員が選

出されて， 社会弐主党の地位が確立した 1事実7内工， SKPの影響力抵下の兆しであった。

こうした SKPは，講和条約発効後の 9月16日に始ま η たヘノしシンキの金属工業労働者

のストライキを，賃金統制緩和の要求を掲げて支援し影響力を挽回しようとした。ストラ

イキがエスカレートして 9月25Uを予定日とするゼ、ネストの計画がたてられると， かえ

って政府がそのために総辞職し共産党が政権を失うと L、う場合を，恐れざるをえなくな

る， という事態も'tじたが， ペッカラ政府が労働側の要求を実質的に呑むことで9月26
11にストライキが終札共産党は一応の成功を収めることができた7230 ところが，フィン

ランド共産党が多くの期待を方‘けーていた 11月4・5両国の地方議会選挙では， 1945年の

それとよヒベて，-:W社会主義政党が 51.57ノ長一セントの得票率から 53.67ノえ一セントへと支

持を増し，また社会主義政党同士の問でも従来人民畏主同盟と詰ぼ、互角であった社会民主

党が 200議席を;唱したのにたいし‘人民民主同盟は 350議席を失うと L、う退潮ぶりを示し

た。この状況を見て，アメリウ公使部員ユリタロは， Iソ連の公完全たる援助がないかぎち，

共産党はフィンランドでは，近い将来権力纂奪に成功するに十分な人民の支持を受けては

いなしゴと本国へ書き送っていた7830

3. ソ連の受渉提議とフイランドの対応

(i) ソ連による交渉提議

1948年 1月15日日連合同管理委員会の副議長サヴォネンコフがフィンランド駐在ソ

連公使としてへノレシンキに赴任したことは， フィンランド備にさまざまなi臆測を生ぜ、しめ

た。サヴォネンゴマは連合間.g;理委員会の顔触れの中でもとくに強硬な人物として記憶さ

れていた7430 しかもも前在:者のアブラーモフ (A.H. A6paMoB)がマィンランドを離れて古、

ら24時間と経たないうちに新任者が到着するというのも外交積例 iニ異例で、あった75)し

外交'l'fの経験がなく管理委員会副議片時代も粍暴で強要的なところが目立ザ Jた人物がし、ま

さら外交使第に任命されたこと 76) そのサヴォネンコブがことさらに中将の軍部を若用し

てへんシンキにのりこんだこと 77)もあっフィンランド国内では，管理委員会の事実し

の復活78) あるし、は人民民主IdJlYJへのテコ入れ，あるいは軍事同盟要求のl'J・4黙といったUi事

が乱れとんだのであっ fこ7930

71) Ibid.， s. 104. 

72) Ibid叶 SS. 142-144. 

73) Ibid.， s. 157. 

74) The Ambassador in Sweden (Matthews) to the Secretary of State， ]an. 26， 1945， F. R. U. 
S.， 1948， IV， p. 759. 

75) Ylitalo， mt.， s. 169. 

76) Ibid. 

77) Ibid.; Heikkila， mt.， s. 305. 

78) とくに，サヴォネシコフ公疫の随行者がi日管理委員会のメンパーであったことがこのt息淵を強めて
したくHeikkil袋，mt.)o 

79) Ibid. とくに， 外務省事務総長〈外務次官)ヴォイオンマー (Voionmaa)は， サヴォネンコフ任
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このサヴォネンコフ法 1丹 17B ~こフィンランド大統領ノζ ーシキヴィにたL、し信任状

を提出した80)が，間もなく， パーシキヴィおよび外相エンケルにたいし， 前年 11月にソ

連側が言及していた栢互援前条約の締結を強く要求するにいたった。この段階での会談内

容について伝えている史料は，フィンランド側からはまだ公けにされていないが， 2月訪

日にブィンラン下外相エンケノレがフランス公使クール (FrancoisCoulet)に伝えた情報，お

よび同じ日にフィンランド国会議長で社会民主党員のファーゲノレホルム (K. A. Fager-

holm)がアメリカ公使ウォレンに{云えた情報が，アメリカ国務省文書およびアメジカ大使

館員ユザタロの回顧録の中に見いだされる8130 エンケノしがグーノレに語ったところ82)によれ

ば，サヴォネンコフはそれまで2留にわたって大統領パーシキヴィを訪れ，モスクワを訪

問するよう要請していた。第 1国の会談ではサヴォネンコフはただフィンランド側のモス

クワ訪問を提案しただけで、あったが，第2回呂のモスグワ会談においてはフィンランド大

統領自身がモスクワを訪問するよう，主張した。これにたいし，パーシキヴィは， (1) 講

和条約に問題するいかなる共通関心事項の討議も，これをそスグワ訪問で行なおうがへノレ

シンキで両人のあいだで行なおうが同じことである， (2) そうした訪問を行なうと， 1939 

年 11月のフィンランドーソ連間冬戦争前夜のパーシキヴィのモスクワ訪問が不首尾に終

った記憶から，フィンランド国民が恐怖にかりたてられるであろう， (3) 大統領の健康状

態(腰痛を病んでいる〉がこの際の殺行を許さない，という理由を挙げて，訪問要請を拒

否した。 サヴォネンコフはまた， 2月 13日83)に外栢ユンケノレを昼食に招き， フィンラン

ドがフィンランド側のイニシアティヴでソ連との友好・相互援助条約を提案するよう要望

した。これにたし、 L，エンケノレは， (工〉フィンランドの講和条約は最近発効したばかりで

あるので，それ以上の条約を結ぶに先立ち，まずもってフィンランドが講和条約を遵守で

きるという見きわめをつ汁た方がよいであろう， (2) 現在のフィンランド国会にはこのよ

うな条約にたいする強い反対があるであろう， (3) フィンランド国民はソ連と友好・桔互

援助条約を結ぶ準備がない，と答えた。ところがサヴォネンコフは，この第3点は肯定で、

きないといい，自分はフィンランドに 3年間し、たがフィンランド人に準儀ができているこ

とを知っている，と述べた。

以上のように，エンケノレの伝えた情報がサヴォネンコブのフィンランド側にたいする口

命の理由として，①7)]の凶会選挙を控えたフ fンランド共産党支持のジェスチュア 12)フィンラ

ンド国内世論の境乱による科益引出 L，を推測してした (TheMinister in Finland (Warren) to 
the Secretary of State， Feb. 13， 1948， F. R. U. S.， 1984， IV， p. 760よ

80) Ylitaro， mt， s. 169. 
81)こうした仏，フド:1可公笹館への接触は明らかに意図的なものであり， rフィンランドの SOSJ(マシュ
ーズ駐スウェーデン米大使への情報仲介者の言〉という評言が示すように，フ fンランド政府とし

ては f出j餌1)に秘かにソ連の要求を伝えることで予想される事態に対応しようとしたもので為ろ
う。

82)エンケルの談話は， The Ambassador in Sueden (Matthews) to the Secretary of State， Feb. 
20， 1948およびTheMinistor in Finland (Warren) to the Secretary of State， Feb. 20， 1948 
tこi担額されている〈それぞれ F.R. U. S.， 1948， IV， p. 761および p.763)が，クールから

直接接聴取している後者の方が詳細である。

83)マシューズカミストヅグホノレムから伝えたところでは2月 12日となっている (F.R. U. S.， 1948， 
IV， p. 761)が，エンケノレと会談したクールとの直談にもとづくウオレンの報告の情報 (F.R. U. 

5.， 1948， IV， p. 763)の方を，ここでは採昂しておく Q
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頭申入れとこれにたいする大統領および外相の受け答えの輪郭をほぼ明らかにしていると

すれば，ブァーゲノレホノレムの言は84)もっぱらフィンランド政府の忠、惑や屋内情勢について

のファーゲルホルム自身の観棋を伝えている。ファーゲルホノレムによれば， λ ーシキヴィ

法フィンランド政府がソ連側中入れの条約に関する決定を 7月に予定されている国会選挙

後まで延期すべきだと考えていた。その理由は，当時のベッカラ致府は新選挙までの過渡

期に技能的な意味で設けられているにすぎず，国民の支持をえてはいないので，その政府ー

がそうした条約を結ぶとすれば政府にとってこの上なく危険なことになる，そJUこたいし

て，選挙のあとで極左勢力が減ったかたちの国会が成立した段階で、なお条約を結ばなけれ

ばならないとしても，その時の政府は国民の信頼をえているから国民の方でも条約を結ば

ざるをえない事情を理解するであろう，ということであった。ファーゲルホルムが伝える

こうした情報から明らかなことは，バーシキヴィが，ソ連の要求する条約の締結は応じざ

るをえないかも知れないと予想はしながらも，なおそれを 7月の国会選挙までは廷期でき

るかも知れないという，期待を交えた楽観をしていたことであろう O さらに， 7月まで延

期しているうちに事情が変って条約を結ばないで済む場合をすらも考患に入れていたかも

知れなし、。また，パーシキヴィが次期国会選挙での共産党ないし人民民主同盟の退識をよ~

越し，共産党が政治の実権を握る心配のない安定した政局のもとで，やむをえなければソ

連の要求に応ずる決意をもっていたらしし、点も注目すべきでるろう。

しかし， ソ連側はフィンランド離が予想していたよりも厳格かつ性急に条約締結を要求

していることが間もなく判明した。 2月 23日，それまでサヴォネンコフ公使による口頭

中入れに終始していた85)ソ連ffiljは，はじめて書面による申入れを行なうにいたっ [::"0 サヴ

ォネンコフが，赤軍幼児年記念の夜会に先立って，スターリン (11.B. Ca.7UIH) のフィン

ランド大統領宛 2丹22臼{ナの書簡をフィンランド測に渡したのがそれである 86らその古

掃の内容はつぎのようであったっ

「大統領閣下

関下も恐らく御承知のように，ハンカリーとんーマニアは， ドイツのあちうべき侵略

にたいする相互援助条約をすでにソ連と締結した。ブ 4 ンランドは，少なくともんーマ

ニアおよびハンガワーと同じ程度に大し、に，このような娯L、の条約に関心を有しておら

れるものと考えるO

ついて誌， ソ連政府は，ソ連とフィンランドの府nこ， J-_述の条約と|弓様な友好・協力
.椙互援助条約を締結することを提案するO

もしこの考えがフィンランド鱒の支持をえられるのであれば，私は，当該条約締結の

ため，フィンランドf¥:去問をモスグワに派遣されるよう提案ーするO またもし，このよう

な交渉をフィンランドで行なうほうがよ L、というお考えであれば， ソ連政府は，その1¥:

84) The Minister in Finland (Warren) to the Secretary of State， Fed. 20， 1948， F. R. U. 5.， 
1948， IV， pp. 761-762. 

85) The Minister in Finland (Warren) to the Seeretary of State， Feb. 20， 1948， F. R. U. 5.， 
1948， Iγ， p. 762. 

86) Heikkila mt.， s. 306. ただし， へイッキラが書穫の手交日を 2月22日と LてL、るのは， 2 Ji 23 
日の誤りであろう。
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表団をへノレシンキに派遣する用意があるo

ソ連関密会議議長

11.スターリン87J

このスターザン書簡の手交がサヴォネンコフの赴任以来始まったソ連の対フィンランド

働きかけにおいて画期をなしたという意味は，口頭による申入れが書簡に変り，予稿段階

から正式な申入れと L、う段階に入った，ということばかワではなし、。サヴォネンコフによ

る口頭申入れの段階では，すでにみたようにソ連傑は条約締結の提案がフィンランド欄の

イニシアティヴで行なわれることを強く要望していた。しかもフィンランド側のイニシア

ティヴというソ連側の要望の執劾さは，マンネノレへイムやパーシキヴィの呂避的な発言を

条約締結の提案であったと強弁する前年11月のモロトフのフィンランド代表団への f質

問Jr;こも窺われるところで怠る。しかし，そうした工夫のうえに立ったサヴォネンコフの

口頭要請にもかかわらず，フィンランド側が肯んじなかったため，ソ連{閣はついにソ連の

{弱からの提案というかたちで，スターリン書簡による正式提案に踏みきらざるをえなくな

ったのであろう。ここにはソ連鎖の焦慮が感じられる紛。ソ連がフィンランド側のイニシ

アティヴを要望したの誌，ソ連による条約の押しつけという印象を避けるばかりでなく，

フィンランド側こそが条約を必要としているとしづ威信上のフィクションを作る必要があ

ったからであろうが， ソ連劉はこうした諸点を犠牲にして， 2}j 18日にハンガリーとの

友好・協力・和互援助条約が成立したのに続いてフィンランドとの条約をも短時日のうち

に成立させる決意をしたことになる。このようにして，みずからのイニシアティヴで正式

提案に踏みきることによって，ソ連は条約の成立のためにいまや威信をかけることになっ

たのである。

パーシキヴィは，書簡を受領すると，ソ連にたいしては雪定的な即答はできるだけ避け

てそのベースに巻きこまれまいとする方針をとる一方，政府関療および国会議員にスター

リン書簡を披露してかれらの意向を打診することとした。しかし，対ソ対策に関しては，

たちまち外相エンケノレと激しい意見の対立を生じることになった。エンケルがイギザス公

捷スコット (OswaldA. Scott)に打明けたところによると 2月23日以来パーシキヴィ

は， r時機が熟していないこと， ソ連とフィンランドの関係が講和条約下に満足すべき進
展を見せていること，自分の健康が許さないこと，へルシンキにソ連代表が現れれば騒ぎ

になること」を強調した返書を書こうと努めていたが，悲観論に立つエンケんはそれに強

い不満をもっていた紛。また，エンケんがフランス公使クーノレに語ったところによると，

2晃27日午後， エンケノレは， スターヲン書簡受領の通告が遅れていると指揖し， パーシ

キヴィ自身がモスクワに赴くことを強く勧告してついにバーシキヴィと激しい論戦になっ

た。パーシキヴィはモスクワに行くことを頑として開きいれなかったが，スターリンに早

87) ロシア語原文については次を参照。 To註BOKapBoHeu:， CooemcKud Co幻3 U φUH.AflH.δUfl : 
CompydH.u'iecmoo U δo6pococedcmoo， J.13.lI. <口porpec)，1977， CTp. 37-38. 
88)ユリタロも「あらゆる点から， ロシア{閣が非常に急いでいるように見えた…J と回顧している
(Ylitalo， mt.， s. 197). 

89) The Minister in Finland (Warren) to the Secretary of State， Feb. 27， 1948， F. R. U. s.， 
1948， IV， p. 764. 
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急に書簡を送ることは民意し90九27B夜，スターザン書簡の受領を確認し，かつ諸外国と

の条約は国会の同意を必要とするにつき国会議員の意向をただすむねを述べた短い書簡を

スターリンに送った9130

こうした間，バーシキヴィは， 26日終日および 27B午前を費しての毘議ののち， 27 B 

夕刻に政府関捺全員と国会外務委員長，各党国会議員団長からなる会合を招集し，スター

リン書箆の提示と状況の説明を行なった。それらの会合でパーシキヴィが何を述べたかに

関しては公式の記録は発表されていないが，断片的な諸史料からその輪郭を窺うことはで

きるように思われるo

まず，関議でのノζーシキヴィの発言については，首相秘書ヘイッキラの回顧録につぎの

ような証言鉛が見いだされるoIパーシキヴィの戦争時というのは，事件〔スターリン書関の

受領一百瀬〕後の閣議に姿を現わすと率直な怒りをぶつけ，その怒りを白熱させておいて

から後になってそれをより好ましい状態に焼きあげる，というものであった。バーシキヴ

ィは，ドイツの鎚からの脅威としづ幻想は馬鹿げている，といった。〔戦争に破れて一百瀬〕

傷をなめているドイツ国民は，少なくとも一世代の関は新しい戦争に訴える能力はない，

とかれはいった。従って条約は不必要なのだ。それにもかかわらず条約を結ばねばならな

いとすれば，それはおぞましいことだ。だがカルタゴの破滅はもっとおぞましL、。こうし

た言いまわしを用いて，パーシキヴィは一一二つの敗戦のあとで一一3度吾のポエニ戦争

のおそろしい見通しを浮び上らせた。どんなことがあるにせよ， ソ連の交渉招待ーには同意

しなlければならなし、。それには始めから国会がついてくることが条件だ〔とバーシキヴィ

は述べた-百瀬出。このあと，パーシキヴィは，へイッキラによると， ソ連鎖が提案して

いる条約に関して検討すべき点をいろいろと挙げ紛，さらにソ連側がフィンランド側提案

説の根拠としてきた 1947年 2月の『自由の言葉』紙に寄せた言明について， かれがれ、

おうとし，また実際にいったことは，フィンランドはもはや決してソ連にたいし戦争を企

てない，フィンランドはあらゆる軍事的紛争の圏外に一般にとどまろうと欲しているが，

もしフィンランドを経由してソ連を長略する企てがなされたならば，フィンランドは全力

を挙げてこのような侵略者と戦う司 ということであるj と註釈を加え， ソ連がパノレト海に

絶対的な支配を確立した結果実擦にはそのような侵略の危険が一般に起りそうにない以

上，フィンランドの「誠実さJ(loyalisuus)を強調したある種の宣言がなされれば充分で，

条約など結ぶ必要はないという真意を吐露した発言をなしている O 以上の発言から読者が

強く印象づけられるのは，閣探たちの多くがスターリンの書箆によって衝撃を受け，ある

いは激しい反応を示すことを予想し，かれらの憤激を先どりしたかたちで口火を切ること

によって次第に冷静な認識に閣内の空気を導いていこうとしたノえーシキヴィの卓越した政

治的手腕であるが，同時にそこから読みとれることは，パーシキヴィがソ連-fJtUの交渉提案

には応ぜざるをえないと考えていたことであろう O しかし，交渉の結果については，フィ

90) The Minister in Finland to the Secretary of State， Feb. 28， 1948， F. R. U. 5.， 1948， IV， 
p.765. 

91) Jakobson， Kuumalla linjalla， s. 70; The Same， Finnish Neufrality， p. 38. 
92) Heikkil益，mt.， ss. 307-308. 
93)これはのちに国会議員毘長を含めた会合でパーシキヴィが述べたとされる事柄と重なっているの
で，ここでは省略するつ
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ンランドの負う義務を最少限にとどめようとする意図以上に拭予想をたてることはできな

かったらしいこともここから窺われるのである。

つぎに，午後5時から大統領官邸で関かれた国会議員代表をまじえた会合の模様に目を

移すと，アメリカ大震館員ユザタロが当時の奴集情報にもとづいて回顧録中に述べている

ところ94)によれば，パーシキヴィはここでもスターリン書簡を読み上げるとともに，大要

つぎのように述べたと L、う。

il. フィンランドーソ連関係がこのように親密で，また講和条約のインキもまだ乾か

ない現在，ソ連が条約を不可避なものとして提案することに驚かざるをえない。

2. いかにすれば提案された同盟関係が講和条約第 13条(フィンランド国防軍の使

用と規模に関する)に適合するのか"、かに講和条約調印菌(とりわけイギザス〉は反

応するか。

3. ノレーマニアとハン方、リーわ条約の狙し、はドイツにたいして防衛することにある

が， しかしフィンランドはドイツの方向から脅威を受ける理由をもたない。

4. ノレーマニアとハンガリーの条約の第1条および第4条は不明確であり，外務省の

専門家はこれを検討し意味内容の確定につとめている。

5. フィンランドの国民の反応は予灘間難であるO

6. フィンランドは敵をもたないので，条約はソ連を益しはするがフィンランドを益

することはない。

7. 条約が国際連合やその抱の国際的義務にたいするフ 4 ンランドの関係にいかなる

影響を与えるものか，不明確であるJ
ここに見られるバーシキヴィの見解は，大筋においてかれが閣議における説明で、述べた

ところと重なっているといえよう o なお，ユリタロが別の機会に国会外務委員長兼社会民

主党議員団長のベルトネン (OnniPeltonen)からえた情報によれば，パーシキヴィは，ス

ターリン書簡の件を冨会議員全員に伝えるよう各党議員団長に要請するとともに，スター

リン書簡をいかに扱うべきか，それにいかに対応すべきかについて自分は提案も勧告もし

ない紛が，こうした問題に際してのフィンランド人のやち方はモスクワでの領行よりも時

間がかかる，ということを理解すべきであると指摘した紛。さて，この会合は40分足ら

ずで終久午後6時には各党国会議員団がし、ずれもそれぞれに会合を開いて大統領官邸か

ら戻った議員団長からスターリン書簡についての説明を受けたとし、ぅ。このようにして，

ソ連傑の申入れは内諾および国会議員レベルに缶えられ，パーシキヴィは，こうした国内

与論と国際的環境を見すえながら，スターリン書簡の内容にたいする回答を決定していく

ことになったのである。

(ii) フィンランドの交渉応諾

えーシキヴィは，結局.3J398付でスターリンにたいし，交渉提案に応ずるむねの田

94) Ylitalo. mt.， s. 2∞.ユリタロが立脚しているのは，明らかに，アメリカ再務省外交文書集が省い
ているかれの本国宛電報 (F.R. U. S.， 1948， IV， p. 765，注 2)である。

95) これはもちろん，すでに見たようにパーシキヴィなりの見通しはもったうえでの話であるが，ハイ

ヅキラの由顧録中の fスープを自分が料理した温度のままで飲まそうとはしなjかったという表現
(Heikkila， mt.， s. 308)は，これをよく裏書きしているといえよう O
96) Ylitalo， mt.， s. 2∞. 
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答を送るわけであるが，その決定にいたる過程を現在入手しうる限りの史料から再講成し

てみることにしよう。まず，フィンランドの政治指導者をめぐる菌際的環境に自を向ける

と，とくにアメリカ政府を中心とするきわめて興味深い動きが注目されるO

アメリカ側の外交史料によると フィンランド側においては，バーシキヴィが政府閣僚

および国会議員レぺんにスターリン書簡の討議を要請した時期に，西側列強にたいする接

触が行なわれているO すなわち 2月27日朝外相エンケ/しはイギリス公使スコットに会

見を申入れ，スターワン書簡に関して通報するとともに，エンケノレの兄弟をフランス公使

クールのもとに赴かせて同じ事柄を秘かに伝えさせた97)。 さらに翌 28H， エンケノレはク

ーんに直接会い，事態にたいする対応の仕方についてアドパイスを求めている則。英，仏

両公使の対応は個人的な勧告にすぎなかったが，これらの会談に関する報告の転電を受け

ていた駐ソ連アメリカ大使スミス (BedellSmith)が， つぎのような意見具申の電報を 3

月1日国務長官あてに打電した。

fモスクワから見るところ，アメリカその能の西側諸長!の強い之持のもとにフィンラン

ドi議会が，事実上武装解除されたフィンランドはそのすべての近隣の函と友好関係にあ

り，いかなる国からの脅威も感じてし、ないので，相互援助条約を必要としないむねを指

摘することによって， (ソ連の〕要請を丁重にかつ断匿として拒絶する機会が存在する

かも知れないと思われるO

アメリカとしては，かりにフィンランドが〔ソ連の〕要請を拒絶したことで一層のソ

連の圧力を受けて苦境に拍いることがあれば，アメリカその他の西側民主主義諸国が，

戦争にいたらない限ちのあらゆる手段，とりわけ，正当に選挙された議会が要請を拒絶

しているからにはフィンランド人は応諾する義務をもたないという主義で，非常に強硬

なやり方で国際連合に提訴することによって， フィンランドを後押しする用意があるむ

ねを， フィンランド人に保障すべきであるO この関連でイランの例をヲI~、てもよいであ

ろう O アメリカはまずこ， ERP (ヨーロッパ復興計画〕とか輪出入袈行などをつうじて 7

ィンランドをさらに援助する覚倍があるべきで島るつ国連でフィンランドを支援するに

あたっては， 1939年に相互援助条約を締結したノミノレト諸国に何が起り，また30年代初

にリトヴィノフ不可侵協約に課印した国ぐにの大部分に何が生じfこかを例に引くことも

できるであろうっ フィンランドは， 1939年に同じような相互援助条約の調印をJHむこ
とによって，少くともま虫立を維持することに成功した0・・・…fの

この意見具申電報の後半の部分を読むと，現役の軍人として中将の肩書をもち，大戦中

はアイゼンハワ一司令部の参謀長であったスミスが，フィンランドにたいするこの対ソ強

硬態度勧告提案の背景に何を意図してL、たかが明らかとなる。スミス大使の見解によれ

¥f， たとえ由連が不決断であったとしても， r国連内外でのソ連の理性的な行動に期待す
ることがし、かに無益かを示しJ，ソ連と対決する了唯一の機会j として西欧同盟などの結

97) The Minister in Finlancl (Warren) to the Secretary of State， Feb. 27， 1948， F. R. U. 5.， 
1948， IV， pp. 764-765. 

98) The Minister in Finland (¥Varren) to thεSecretary of State， Feb. 28， 1948， F. R. U. 5.， 
IV， pp. 765-766. 

99) The Ambassador in the Sovietじnion(Smith) to the Secretary of State， Mar. 1， 1948， 
F. R. U. S.， 1948， IV， p. 766. 
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びつきを強化することが，ソ連のー昌一匿を狸いうちしていく「野蛮な侵略的膨張を訪ぐ

手だてであった。そればかりでなく，チェコスロヴァキアやフィンランドにたいするソ連

の動きの重大さをアメリカ議会に知らせることによって， r一般軍事訓練法と陸・海とく
に空軍の建設計画の審議と採択を早めることになるJことを期持していた。なぜなら，こ

の種の措童のみが「ソ連の理解する唯一の言葉」であったからである。このやや以前 2

月25a ~こは， チェコスロヴァキアで， 共産党による警察人事の独占に抗議して非共産党
系欝僚が辞表を提出したことに端を発する政変が発生し 2月25a共産党を中核的勢力
とする新ゴヅトヴアルト内簡が成立する事態に結果し，西側諸国のあいだでは，つぎには

フィンランド，さらにはノルウェーがソ連の勢力圏にのみこまれるものと予想して，にわ

かに警戒心を高めつつあった。スミスのフィンランドに関する意見具申もこうした背景の

もとに行なわれたことはいうまでもなし、。またこのアメリカ冨務省がし、かにこの具申に急

速に反応したかは，スミスの電報が3月1a午前中にワシントンに到着した10のにもかかわ
らず，同昌午後6時には早くも，スミスの見解を取入れた国務長官マーシャルの在フィン

ランド公使館あて言11電が打たれていることに，よく表われている。この訓令を全文引罵す

れば，つぎの如くである。

rc極秘公使親展〉 情勢変化のないかぎり，つぎの方針に沿ってただちに外務大臣に接
触されたし、。

アメザカ致府は深い関心をもってフィンランドーソ連関保の最近の展開を見守ってい

ると伝えられたし、。アメリカ政府は提案されたソ連との協定について丙らの意見を表明

する立場にはないが，フィンランド政府が現下の状況を暁らかにするうえで提侯されん

と欲するようなし、かなる情報にも関心をもっている。アメリカは対フィンランド講和条

約の謁停には加わっていないが，アメりカ政府としてはフィンランドの国家的全体性と

独立の維持に関心を有するものである。このことに関連して貴下〔ウォレン〕は，まっ

たく非公式なかたちかたまたまの質問をよそおって， フィンランドが国連加盟国ではな

いにしても，かりにフィンランド政府が臼霞の国益に従って行なった決定の結果フィン

ランドの国家的独立と領土的全体性が一定の脅威あるいは軍事的威嚇を受けたと感じた

場合には，国連憲章第35条によって国連安全保障理事会にそれを提訴する道が開けて

いることをフィンランド政府が考慮にいれているかどうか，尋ねられたL、。こうした談

合の中で，貴下は，かりに事態がそのように発展した場合，アメリカ政府が軍事力の脅

威に直面したいかなる冨の訴えも国連において支持することは疑いない， とつけ加えて

差支えな込、。

貴下は，国連での支持をこのように保証するに際しては，それが国連憲章の範圏内で

の行動にかぎられる意味であることを，明確にされたしゴ101)。

ここで，さきのスミスの意見具宇とこの国務長官訪日令を比較してみると，フィンランド

政府に国連提訴を勧告している点は共通しており，ハノレがスミスの具申の基本的な部分を

採用したことは明らかであるが，一方，ユリタロが回顧録の中で「妥協J(compromissi)と

100) Ylitalo， mt.， s. 211. 
101) The Secretary of State to the Legation in Finland， Mar. 1， 1948， F. R. U. S.， 1948， IV， 
p.767. 
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表現しているように，アメリカ政府はフィンランド政府への申入れにあたって公式的な形

式を避けると Lづ慎重な配慮をしていることが窺われる。またその申入れの調子は，スミ

スの構想よりは一段と押えられたものになっているO しかし，アメザカ致府がフィンラン

ド支持を阻止するうえでの重要な契機と見なしていたことは，たしかであるO

さて，このハノレの言J!令を受けたウォレン公龍は，かれ自身がスミスに近い見解を有して

いたこともあってその執行に意欲的であり 102). 3月 213エンケルと会見し，ソ連提案にた

L 、するフィンランド致府の見解や対応を質すなかで，アメリカ{離の意国を{云えることに成

功した。 ウォレンの国務長官あて報告は述べているo iエンケノレが机の上に国連憲章を一

部おいていたことから，私はたまたまのかたちで，国連が外部から不可長権を脅かされて

いる小国の代弁者となりうるし， および憲章第35条のもとで安全保障理事会がそうした

状況を問題にすることが可能であると評言した。エンケノレがもしフィンランドの不可長権

と独立が脅かされたならば国連に近づくことができるだろうかと質問したので，私は，外

からの脅威に直ー罰している国があればアメリカは国連憲章の張度内できっと支援するであ

ろうと答えた。この私の答tこ感謝するエンケノレの隈は涙をたたえていたJ103)。
ところで，アメリカを含む西側諸国とフィンランド政府の接触の動きは，早くもソ連側

の察知するところとなっ，フィンランド駐在ソ連大使館は，スターリン書簡にたし、するパ

ーシキヴィの実質的回答の遅れの問題とからめて， フィンランド傑に警告を発してきた。

外相エンケノレが元弟を介してフランス公捷に{云えたところによると， 3月4日に， ソ連公

使館新開担当宮は外相秘書にたいしソ連の提案をめぐるフィンランド側での進行状況?こつ

いて質問し， ソ連{閣はノζーシキヴィその他の関援が「ソ連にたいする非友好的な百的でア

ングローサクソン諸国と接触しようと企てている」ことに気づいている， と指摘し スト

ッグホノレムとロンドンでのフィンランド公便の活動を例示した。このため外程エンケノレは

翌自ソ連公使サヴォネンコフを呼んで新聞報道官の発言の真意をただすと，サヴォネンコ

フはかれが承知のうえでの発言であることを認め. i粗野かつ不愉快な態度Jで「パーシ

キヴィやその他の関僚j のそうした接触努力について新開報道官とほとんど同じ苦靖を繰

返し「フィンランドはソ連がそういうことを許すと考えではならなしづ と述べたのであ

った104% ソ連側がどの程度フィンランドと酉側諸国の譲触の実態について探知しえてい

たか誌，この史料からは不明確であるが， ソ連{闘が，パーシキヴィの実質的回答遅延に焦

慮し，かつ西側諸国の支持を受けるための時間稼ぎという強い疑惑を抱いていたことは現

らかである。

それでは，以上のような国諜的環境のもとで，パーシキヴィは，どのような経緯で3月

9 13付のスターリンあて書簡を準備していったで・あろうか。すで、に述べたように，パーシ

キヴィは，国会議員のレベノレで、各政党がスターリン書簡にたいする対応方針を討議しそ

の結果を提出するように要請していた。これもユリタロが当時収集した情報にもとづいて

102) ウォレンは「かれの友人で向援のスミス大使とまったく同意見であったJ(Ylitalo， mt.， s. 215). 
103) The Minister in Finland (羽7εlrren)to the Secretary of State， Mar. 2， 1948， F. R. U. S. 
IV， 1948， IV， p. 769. 

104) The Minister in Finland (Warren) to the Secretary of State， Mar. 6， 1948， F. R. U. s.， 
1948， IV， pp. 770-771. なお，同史料によれば，ェγケノレがソ連に非友妻子的な行為はしていない

と主張すると公痩は「結果を待とう j と答えて退出した。
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回顧録中に述べているところによれば， 国会議員らは 2月 27日に上記の要請を受けての

ち 3日間の休暇を試さんで3月2日から各党別に対応方針の討議を開始したのであっ

た。国会に議席をもっ諸政党のうち人民民主同盟は，スターリンの提案を全面的に受入れ

る態度を最初から明確にしていた。同党は国会に51議席を有しており，そのうち 40議震

をフィンランド共産党が占めていたO これ以外の諸政党， すなわち， 社会民主党， 農民

党，連合党，進歩党，スウェーデン系人民党は，桔互に連絡をとりあいながら方針決定に

つとめたが，スターワンの提案を，可能であるならば拒否したいというのが，共通した真

意であった105)。

これらのうちまず非社会主義諸党について見るならば，農民党，連合党，進歩党の 3党

は 3月4日にそれぞれ会合したが，農民党，連合党の中に対ソ交渉にほ応じようという

議員がごく少数いただけで，大部分は条約交渉に応じること自体がフィンランドの独立喪

失への第1歩であると考え，強硬態度だけがソ連の警威にたいして主権を守るための最後

の可能性だとしていた。 3党は3月5日にいま 1度会合したうえで，スターリンの提案を

無条件で拒否する方針を決め，これをノミーシキヴィに報告した。この決定を3党が下した

背後には， 西致諸国の同靖だけはえられるであろ‘うという期待や， ソ連がプラップをか

けているかも知れないという推測があったのであろうとユリタロは評している 19630 残る

非社会主義政党であるスウェーデン系人民党は，交渉には反対しないという態震を決め

7こ107)。

つぎに社会民主党について見ると，非社会主義諸党は同党議員にしきりに楊きかけて，

条約提案そのものはもとより交渉についても拒絶の態度をとらせようとした10830 しかし，

3月 4日に関かれた社会民主党の会合で1ま， スターリンが提案している条約の内容につい

て正確な靖報がない以上， フィンランドとしては交渉を拒否はできないという方針をまと

め， バーシキヴィに回答した。ただし「交渉は，わが国民が中立を維持しようと望み，

その平和を愛する大部分の人びとがわが国を軍事同盟に結びつけることに反対しわが国

をありうべき国際紛争の外にとどめるために全力をつくしたし、と欲しているとしづ基盤か

ら発して交渉に臨むべきであるJと述べていた10号、
以上のようにして，パーシキヴィのもとには. 200名のフィンランド国会議員中， ソ連

の条約提案に明確に賛成したものは人民民主同盟の 51名，交渉には賛成したものを含め

て条約に明確に反対なものが 134名という数字の党翌日回答書が寄せられたので、るった110)。

それらを3月5日に披見したパーシキヴィは，政府閣僚および助力者たちと協議したうえ

で 3月9日付でつぎのような書簡をスターリンに送った。

「元帥関下

2月17S付の私の書簡を補足して貴殿につぎのように街i通告することを党栄とするO

件の条約を締結するには，フィンランドの国法によれば，盟会の支持によらねばなら

105) Ylitalo， mt.， s. 244. 
106) Ibid.， s. 246. 
107) Ibid.， s. 245. 
108) Ibid.， s. 245. 
109) Ibid. 

110) Ibid.， s. 249. 
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ない。したがって数府は貴書簡中の提案を国会議員団に予め提示した。

同議員団の審議にゆだねたところ，国会議員の鋭からは，軍事条約を結ぶことに関し

疑惑が表明された。ことに，今次戦争の苦い経験ののちには， フィンランド国民は，国

際紛争の鴎外にとどまり，かつ講和条約の諸条項を厳格に遵守することにより，フィン

ランドとソ連関の友好関保をま長持し発展させることを，望んでいる O

政府は，手段をつくして，フィンランドとソ連関の良好で、信頼にみちた関係を，前進

させ発展させようと努力しており，前記交渉を開始する提案に同意する O 政府は，条約

の実質的内容が交渉においてあらゆる点で自由に検討され決定されることを前提として

いる。〔圏点一吉瀬〕

政府は，交渉がモスクワで行なわれることに同意し，かつ，フィンランド代表団は，

3月30日以降の， ソ連政府の御都合よき時に赴く用意のあることを通告するJ111)

この書簡は，交渉には応ずるが条約の結結は保証できないという，国会議員の大多数の

志向を反挟した論旨をもつことが在目されるべきであるが，同時にそうした方針に立つこ

とによって， フィンランド政府の対ソ友好政策， フィンランド外交にたし、する議会の民主

的統制，議会が代弁する国内世論の軍事条約拒否と中立主義の願望という諸要因を浮び上

らせている。このようにしてノ之ーシキヴィは， フィンランド政府の対ソ態度についてはソ

連制に疑問の余地を与えず， しかも外交政策決定過程のソ連との非対称を印象づけつつフ

ィンランド国民の意思をソ連側につきつけるというー巧みな外交戦衝に出たのである O と

ころで，このパーシキヴィ書簡の内容確定にあたっては，大統領パーシキヴィと外桓エン

ケノレおよび副外相スヴェント (RheinholdSvento)の間に激しい論議がたたかわされたこ

とを特記しておかなければならなし、。パーシキヴィは上記書簡中筆者が圏点を付した部分

をとくにつけ加えたが112) エンケノレとスヴェントは 3丹 9Bの終日をかけてその部分

の削除を進言し， しかもパーシキヴィが頑として間入れない， という一幕があった。つい

でテキストをロシア語に諜訳する段になってスヴェントが，憂慮のあまり当該部分を落す

とL、う大担な挙に出たところ，パーシキヴィはすさまじく叱責し訳文にもこれを含めさ

せた11330 エンケルは， スターリン書簡の娃理をめぐり， ノミーシキヴィの信頼淳い外相と

して大統領ともっとも密接に協議してきたと思われるが，すでtこ触れたように， フィンラ

ンドの対ソ関採について強し、ペシミズムにとらわれ，強靭な精神の持主であることを印象

づけるパーシキヴィの言動といちじるしい対照をなしていた11430

きて， 3月9日付のノミーシキヴィ書簡は， 3月10B午前サヴォネンコフ公夜に手交さ

れ，同公使は， 3丹13日午後4時バーシキヴィを訪れ， 1948年3月22Bに交渉を開拾で

きるむねのソ連側回答を寄せた115)。

111) Heikkila， mt.， ss. 308-309. 
112) Ylitalo， mt.， s. 250. 

113) The Minister in Finland (Warren) to the Sectretary of State， Mar. 10， 1948， F. R. U. 5.， 

19481γ， p. 771. 

114) r芙. {ムの公変は，パーシキグィヵ"フィンランド政府の中でソ連にたいして弟果的に立向うこと
のできる唯一の決黙たる入である，という点で一致したJ(The Ministor in Finland (Warren) 
to the Secretary of State， Feb. 27， 1948， F. R. U. 5.， 1948， IV， p. 765. 

115) Ylitalo， mt.， ss. 250-241. 
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一方，フィンランド政府は 3月2013後に出発するモスクワ派遣外交使節人選を行な

うとともに，対ソ交渉にあたっての方針を策定することになった。まず前者から見ていく

と. 3月913. パーシキヴィは代表団の構成を次のように発表した11S30

代表団長 首相マウノ・ベッカラ〈社会主義統一党〉

副団長外相カーfレ・エンケル(無所麗)

国田長 副外相レインホノレド・スヴェント(社会主義統一党〉

団 員内相ユルョ・レイノ(人民民主同盟/共産党)

同 国会外務委員長オンニ・ベルトネン〈社会民主党〉

同 国会第1副議長ウノレホ・ケッコネン〈農民党)

毘 国会議員 J.O.ソェデノレイエノレム〈スウェーデン系人民党〉

実は，この人選については.内政面への配慮も行なわれておち，その点でとくにパーシ

キヴィの見解が反映しているので為るが，この点の検討はのちにゆずることとしたし、。ま

た，代表自は， 同国に同行すべき専門家および語員117)の人選を行なった。専門家につい

ては，バーシキヴィは国際誌の専門家は不用であるとし11q 首相ベッカラが軍事専門家

としてへインリクス Heinrichsを提案した。フィンランド軍部における既往の経壁からし

てへインリクスの人選については危ぶむ声が挙ったが，同席者にとって意外にも，内梧レ

イノがこれに支持を与え，決定した119)。

さて，上記のように決定された代表にたし、する誤i令の作成過程については，人選が決定

したのち，モスクワでソ連側と交渉にあたるフィンランド派遣使節にたいする話l令が作成

されることとなった。この訓令の作成経緯については，審議は参加した工入であるソェデ

ルイェノレム J.O. Söderh~elm の屈顧録がかなち詳細に述べているので，もっぱらそれに基

づいて以下を検討してみることとする。ソェデルイェルムによると，まずパーシキヴィが

言1¥令の要点となるべきものを作成してそれを審議するかたちで、諒i令が作成された。その審

議のあり方についても議論があった120)が， バーシキヴィがこれをまとめて，代表団およ

び専門家が外交委員使節のための訴令を作成し，これを国会外交委員会にも配布し， しか

るのも訓令を政府と大統領が確認する。

さて，その審議の模様であるが，パーシキヴィの原案が代表団と専門家の会合に示され

た時， ソェデルイェノレムの注意をまずひいた点は， フィンランドが「冨際法的な意味での

中立を望んでいるのではなく，フィンランドがあらゆる局面において諸国家間の紛争の圏

外に立つことを望んでいるという点の強調j で島ったという 121九つまり，ここではたん

なる国際法規による戦持中立の概念ではなく，平和時における紛争にたいしても不関与政

116) Ylitalo， mt.， s. 251. 
117)随員としては，スオンタウスタ Suontaus訟を幹事とし.2名の通訳， 1名の幹事補佐，それに在
モスクワ大賓館が当てられた 0.O. Soderhjelm， Kolme matkaa Moskovaa'Jま， Helsinki: Kirja-
yhtma， s. 119). 
118)これはイドマン IdmanとLづ該当人物を無能と考えたためである (Ibid.)o
119)この点の検討ものちにゆずる。
120)パージキヴイは， 交渉期間中を含め連日国会外交委員会をつうじて霞会に伝えることを提案し，
国会外交委員長ベルトネンもまた国会が該問題について外交委員会をつうじて通報を受けるべきこ

とを主張Lたが，スヴェントは，外交委員会への通知は，具体的な条約か提案が決まり懇度決定が
必要な段階に摂るべきだとした(lbid.，s. 118)。

121) Ibid.， s. 118. 
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策をとるという，中立主義外交の理念が提示されていたわけである。さらに， ソェデノレイ

ェノレムが呂顧している携によると， パーシキヴィ原案には， r第 2点として， 条約の内容
と性格が，フィンランド領にたいして，あるいはフィンランド領を経由してソ連に加えら

れる攻撃に限られるべきである， ということが述べられていた。〔その場合に誌〕フィン

ランドは自国を守ることを義務であり栄誉とみなすことになっていた。かりにフィンラン

ドの軍事力が充分でなかった場合には， フィンランドの要請によって， ソ連が必要な援助

を与えることになってL、たJ122)0 この点に関しては，ベルトネンが，これはフィンランド

に武器をとることを義務づけるものであり，軍事条約には社会民主党が反対してきたとこ

ろであると主張した。さらにベルトネンは， ソ連との軍事協力が西側諸国との紛争を惹起

する危険があるばかりでなく，西部jの信用も失うと述べた。しかし，ベルトネンのこの主

張を支持する者はなく，数名は「旅行鞄に軍事条項が入っていなければ，モスクワ旅行は

まったく無益となろう」 と述べた12330 とくに軍事専門家としての立場からヘインヲクス

は， Iソ連は， いかなる場合にも， フィンランド国境内で行なわれる局地的で一時的に限

られた活動を， フィンランドの軍事活動が越えることには関心をもたないであろうj と詣

掃した。へインリクスによれば，かれがむしろ疑問とするのは， ソ連による援助を発動さ

せる権利をフィンランド側が専有している点であって. rソ連は， 何よりも， 援助の必要
の有無および発動の時期の決定権を握ることに関心をもっJと考えていた。これらの意見

にたいして，京案作成者であるバーシキヴィは，地域的な限定とフィンランド側のイニシ

アティヴの確採に努力すべきだと強謁し かつ， Iソ連が 1939年 12月2百にクーシネン

政府と結んだ条約には，とくにフィンランドを経由した攻撃について語られているj とい

う重要な指摘を行なった山30

以上のような討議の結果，パーシキヴィの原案問題点は，基本的にこれと抵触しないか

たちで. 12から 8Vこ整理され，詰l令の最終的草案が，大統領，正副再外相，ケッコネン，

ソェデノレイェノレム，専門家メンバーによって決定された125)0 3月12日， 準備委員会は会

合し，向車i令草案を討議するとともに，スオンタウスタと軍関係者が用意した条約案を検

討した。 8カ条のうちとくに第 1，2条に議論が集中し，攻撃が行なわれた場合に「ソ連は

フィンランドとの相互了解にもとづき」必要とする援助をフィンランドに与える，という

文言中の上記括弧の部分が，自{動的な軍事干渉の権利をソ連に与えることになるのではな

いか， という点が問題となった。さらにまた， ソェデノレイェノレムの提言にもとづき， ソ連

側にフィンランドが揺された意図をもつのではないかといった根拠のない疑念を抱かせな

いため，んーマニアおよびハンガリーとソ連の条約の型を可能な限り踏襲した体裁を条約

案にととのえさせた126h そのうえで，翌3月13Bに拐かれた会合で，派遣使範への訪|令

内容がはぼ務正なく確定されたが，開会合では.~会議員屈に言11令についての情報を伝え

るか否かで議論が混乱し，パーシキヴィ大統領は苛立って議会の機密漏洩の傾向を非難

122) Ibid.， s. 120. 

123) Ibid. 

124)以上は，Ibid.， s. 121. 

125) Ibid. 

126) Ibid.， s. 122. 
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しついには内閣にも国会にも言1¥令は渡さないと言明する一幕があった127)。

以上のようにして説令の中にもりこまれたフィンランド政府の方針は，結局国会外交委

員会にのみ伝えられることになり，方針をめぐっての問委員会メンパーと代表団との間の

質疑rr;答が 3月15， 16， 17 Bの三日間にわたって行なわれた。 この構景もソュデノレイ

ェノレムが回顧録において要約・紹介しているところであるが，一方では，いかなる軍事条

約にも反対(進歩党カウッピ Kauppi)， ソ連によるフィンランド援助の文言語3強(社会民

主党レスキネン Leskinen) といった見解が示され128〉，地方では共産党のリュオマ Mauno

支持maが司1¥令はソ連にたいする不信を示しており 「フィンランドは攻撃にたし、して自倭

しようと欲してすらいなし、」 と不満を表現する 129)雰屈気の中では， まとまった結語は出

すことが国難だったのであろう，外務委員会は行なわれた討議の議事録を大統領に提出す

るだけにおわった。ただ，会合の中で，首相ベッカラが，政府の方針が賠償問題にも影響

しうるむねの発言をなした13のことが，あたかもソ連銀uの基地要求も開題となりうるかの

ような印象を外務委員会の中に与える結果となり， ソェデノレイェノレムが「私は少くともそ

うした要求に反対する」と明言して委員を納得させるとしづ場面も生じたのであった131)。

結局，外務委員会の審議によって既定のフィンランド政府の方針が修正されるということ

はなかったし，委員会としてまとまった意見の表現がなされたわけではないが，少くとも

政府は，言11令内容を外務委員会に伝え，質疑に応じることによって，国民の存在を意識し

た外交を行なついてることを示し，かつ国民の選良である国会に政府の意国を摂なく説明

してこれから始まる重大な外交交渉の国内的基盤を掴めたということができるであろう。

さらにまた，へんッタ・クーシネンを含むフィンランド共産党指導者も参加する面会外務

委員会に言司令内容を伝えたことによって， フィンランド政府の意国があらかじめソ連指導

者に伝わるとし、う副次的な効果もあったというべきであろう O

このようなのち， 3月 17日夜と翌 18日に大統領と代表団および専門家の会議が関かれ，

交渉に臨んでの最後の詰めが行なわれたっそこでは，フィンランド{離が用意する条約草案

中のソ連鎖援助発動の条件に関する文言を， r相互の7解に基づき」から「フィンランド
の要請によりJへと変更することが決定した132九そのほか，会合では，パーシキヴィが，

フィンランドがソ連との条約締結に応ずることによって可能となるかも知れない代償につ

き，国境，ポノレッカラ基地，賠償などにわたって検討した。これは国会外務委員会への説

明会の際にも質疑のかたちで出ていた問題である。これにたいし，スヴェント， ソェデノレ

イェ/レム， ケッコネン， レイノが発言したが， カレリアの国境やポノレッカラ基地の問題を

持出すことに賛成する意見はなく，ただ賠償問題は出してもよいという意見が支配的であ

った。パーシキヴィは，代表団の意見が一致するなら賠償問題を出してもよい， という決

新を下した133)。

127) Ibid.， s. 124. 
128) Ibid.， s. 128. 

129) Ibid.， s. 127. 
130) Ibid.， s. 126. 
131) Ibid.， s. 128. 

132) Ibid.， s. 130. 
133) Ibid.， SS. 130-131. 
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